（1） 損害保険会社から依頼された内容

損害保険会社からの依頼内容は“(１)味覚障害の程度、およびh9-2-17の交通事故との因果関係について、（２）嗅覚障害の程度、およびh9-2-17の交通事故との因果関係について”の2点である。なお、A氏は後遺症として、次に示す3通の診断書に基づいて交通事故による味覚障害と嗅覚障害を主張している。

（2） 味覚障害および嗅覚障害の根拠として提出された3通の診断書

１）B病院脳神経外科診断書：C医師：h9-12-16

この診断書は脳神経外科の後遺症を特に記載していない。そのかわり、B病院耳鼻科D医師の記載が追加され、“味覚検査にて鼓索神経・大錐体神経・舌咽神経領域全て味覚機能が全廃している事が明らかである。舌、口腔の視診が異常ないことからも中枢性の味覚障害が生じていると判断される。”と記載されている。

２）E整形外科診断書：E憲一医師：h9-12-16

“頚椎可動域制限。頚椎X-Pにて第6、７頚椎椎間の狭小化、骨棘形成あり。握力右19kg、左21kg。味覚障害に関してはB病院で中枢性の障害と診断される。”

３）B病院耳鼻科診断書：D医師：h9-12-16

“平成9年12月16日初診。味覚低下にて検査を行う。電気刺激およびディスクによる味覚試験の結果、ほぼ全ての味覚が失われている事が明らかとなった。客観的な証明は困難であるが、状況からは事故との因果関係がある事は想像される。”

これら3通のの診断書には、味覚障害の記載は認められるが、嗅覚障害の記載は無い。また味覚障害に関しては１）B病院脳神経外科診断書と２）E整形外科診断書は、そもそも３）B病院耳鼻科診断書を引用しているだけである。従ってB病院耳鼻科D医師の診断書のみが原告の主張する味覚障害を記載していることになる。その記載をまとめると、“味覚障害に関して味覚神経の障害が存在し、それは中枢性であり、事故との因果関係がある事は想像される”となる。

（3） 被告側弁護士から、B病院耳鼻科D医師の診断書に対して記載内容に関する問い合せ

被告側は、味覚障害と、診断書には記載されていない嗅覚障害に関してその記載を行ったB病院耳鼻科 D医師に質問書を提出したところ、E医師ではなく同院耳鼻科部長 F医師よりの回答が得られている。

（4） 嗅覚

嗅覚に関して、h9-11-25脳神経外科の外来での一般的な神経学的検査では嗅覚の所に異常が無いとされている。しかし、h9-12-16に耳鼻科で行われたolfactogramにおいて、検知閾値に比べてわずかに認知閾値がしたまわっている。また、B病院耳鼻科 F医師の返事でも、このA氏は中程度の嗅覚障害が存在するという回答である。従って、中程度の嗅覚障害が存在する可能性は高いと思われる。

次に、この嗅覚障害と交通事故との因果関係について述べる。60才以上の人において嗅覚障害を訴える場合、その原因は鼻粘膜の萎縮や鼻炎などである事が多い。確かに、激しい頭部外傷で前頭蓋底の損傷が生じ両側の嗅神経が傷害された場合は外傷性の嗅覚障害が生じるが、h9-2-17の初診の脳神経外科の診察で異常無しと診断されるような本件事故程度の外傷では前頭蓋底が損傷する可能性は非常に低いと思われる。また、h9-12-16のＭＲＩにおいても前頭葉に異常は認めず、両側の嗅覚神経がこの程度の交通事故一回のみで傷害された可能性は非常に低いと思われる。

まとめると、事故との因果関係があまり無い中程度の嗅覚障害は存在する可能性が高い。このことは、嗅覚障害は認められるも、外傷と関係する後遺症としては医師が後遺症診断書に記載していないということと一致すると思われる。

（5） 味覚

D医師はh10-1-6の診断書において、“平成9年12月16日初診。味覚検査施行。鼓索神経・大錐体神経・舌咽神経全ての領域ですべての味覚が消失しているという結果を得た。視診上、舌表面に異常なく、発症の状況を考えると味覚伝導路のどの部位かに（中枢性）障害が生じていると考えられる。”と記載している。また、h9-12-16の診断書において、“平成9年12月16日初診。味覚低下にて検査を行う。電気刺激およびディスクによる味覚試験の結果、ほぼ全ての味覚が失われている事が明らかとなった。客観的な証明は困難であるが、状況からは事故との因果関係がある事は想像される。”と記載している。

つまりE医師は、“神経性の味覚障害”が存在し、“その傷害部位は中枢性（神経は中枢神経と末梢神経に分類されるが、この場合は中枢性＝脳幹である）”であり、また、“事故との因果関係がある事は想像される”と言うわけである。

味覚試験は、F医師の返事にあるが如く、試験はあくまで本人の申告に依存するため客観的な試験ではない。従って、客観的な意味での味覚障害の存在を確認したわけではないとF医師は述べていると思われる。

E医師が診断書中で“中枢性の障害”と明言していることに対する被告側弁護士の質問に対して、F医師は“障害部位は脳幹とは断言できない”と回答している。（一般的な神経の用語として“中枢性の障害”という場合の“中枢性”という言葉は、中枢神経系を意味していて、今回の場合は具体的には脳幹を意味している。）このことはE医師の診断書の記載内容と矛盾し、F医師は回答書でE医師の診断書の表現を撤回しているようである。さらに、中枢ではなく末梢神経レベルを考えたとしても、一般的に味覚をあずかる鼓索神経と舌咽神経、これに大錐体神経を加えると左右で各３本ずつかなり走行の異なる合計6本の神経が軽傷の外傷で同時に損傷を受け、それ以外にはあまり損傷が無いと言う事はかなり考え難い（というより殆ど不可能）ことだと思われる。何れにしろ、中枢神経にしろ末梢神経にしろ、この外傷で全ての味覚神経が同時に損傷されたと説明する事は非常に難しい。

次にF医師の回答書内で用いられている神経症状における“器質的障害”と“機能的障害”と言う言葉の意味について述べる。これらの医学用語を対比的に用いる場合、“器質的”は器官の解剖学的変化を伴うものをさし、“機能的”は器官の解剖学的変化を伴わないものをさす。さらにいうと、“器質的”とは、具体的に存在する何らかの傷害を示し、“機能的”とは、具体的には何らの傷害も無いかもしれないものを示す事が普通である。従って回答内で“例えば衝撃などによる”障害と書かれているが、衝撃などで神経に具体的に切断や挫滅等が生じた時は、その障害は決して機能的では無く、器質的と呼ぶのが一般的な医療用語の使い方である。回答書の用い方は医学関係者以外にはあまりわかりやすい表現とはいえないかもしれない。まとめると、“器質的障害のみならず機能的障害も否定できない“と言う表現は、本当に傷害が生じているかどうか確実ではないと言っていると思われる。

さらに回答書内で“ウイルス感染性、薬剤性、さらにうつ病、ヒステリーなどの心因性の可能性”と追加が行われ、全てを併せると、外傷と関係するという客観的な証拠はないと言う返事と思われる。このこともE医師の診断書の“事故との因果関係がある事は想像される”と言う表現を、F医師が撤回していると思われる。口内の違和感に対して以前に意見を求められた山田歯科や黒田歯科が、“交通事故と関係が無い”と返事をしたのも医師の一般的な意見として無理はないと思われる。

なお補足であるが、普通の人が味覚と表現する感覚は、医学的には“味覚＋嗅覚”である。つまり、ある患者に嗅覚障害が生じた時に、患者の訴えとしては嗅覚障害ではなく、“味が分らなくなった”と表現される事はしばしば経験する事である。A氏の場合もこれにあてはまる可能性は存在する。（但し、味覚神経が正常の場合は、味覚テストでは味を感じるため、今回の“味覚試験の結果、ほぼ全ての味覚が失われている”という事とは矛盾が生じる。）

（6） 結論

結論として、嗅覚障害は中程度のものが存在する。しかし、今回の外傷一回で嗅覚障害が生じたとは説明しがたいことと、外傷以外の可能性の方が一般的には頻度が高いことを併せると、交通事故との因果関係はあまり無いのではないだろうか。

味覚障害に関しては、その存在そのものが客観的な意味でははっきりしない。しかし、仮に存在するとしても、上記と同様な理由で事故との因果関係は殆ど無いと思われる。

“味覚障害に関して味覚神経の障害が存在し、それは中枢性であり、事故との因果関係がある事は想像される”と言うE医師の意見はその主たる内容がF医師によって取消されているため、E医師の診断書をもって後遺障害の根拠とする事には、かなり無理が存在すると思われる。
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